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１ 甲武信ユネスコエコパークについて 

（１）ユネスコエコパーク 

正式名を生物圏保存地域（BR：Biosphere Reserve）といい、ユネスコ人間と

生物圏（MAB：Man and the Biosphere）計画の枠組みに基づいて、ユネスコによ

って国際的に認定された地域である。日本では親しみをもってもらうために「ユ

ネスコエコパーク」と呼んでいる。 

世界遺産が、手つかずの自然を守ることを原則とする一方、ユネスコエコパー

クは、生態系の保全と持続可能な利活用の調和（自然と人間社会の共生）を目的

とする取組である。 

（２）甲武信ユネスコエコパーク 

   甲武信ヶ岳、金峰山、雲取山等の日本百名山に挙げられる山々が連なる奥秩父

主稜を中心に、荒川、多摩川、笛吹川 （富士川）、千曲川（信濃川）源流部及び

その周辺地域である。この地域は、山岳や森に加えて御岳昇仙峡等の渓谷が、四

季折々に彩りを変える日本的で素朴な美しい自然に恵まれており、首都圏近郊

にありながら、連続性があり、生物多様性に富む、貴重な生態系が広く保全され

ている。 

 

２ 業務委託の目的 

   ユネスコにより世界的に認められた自然、伝統芸能、文化財などの地域の魅力

を発信することにより、観光振興を図るとともに、地域の価値を再認識してもら

うことを通して、地域資源を活用した産業振興につなげる。また、豊かな生態系

やそれを守るための自然保護活動等の取り組みを紹介することで、この地域の

恵まれた自然環境に対する関心を高め、自然保護活動への参画を促す。 

 

３ 業務内容 

（１）業務委託名称 

   甲武信ユネスコエコパークＰＲ映像作成業務委託 

（２）業務内容 

   動画（日本語版、英語版を各 7分、30秒の計 4種類）の作成 

   ※ 詳細は、別紙「甲武信ユネスコエコパークＰＲ映像作成業務委託仕様書」

のとおり 

（３）契約期間 

   契約締結の日から令和３年１２月２８日まで 

（４）予算上限額 

   金５，５６６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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４ スケジュール（予定） 

 ア）募集開始   令和２年１１月１１日（水） 

 イ）質問票提出期限     令和２年１１月１８日（水） 

 ウ）企画提案書提出期限  令和２年１１月３０日（月） 

 エ）プレゼンテーション審査 令和２年１２月４日（金） 

 オ）結果通知   令和２年１２月８日（火） 

 

５ 参加資格 

  資格者は、次の全ての要件を満たす法人とする。 

（１）法人税、法人事業税、消費税、全ての都道府県税を滞納していない者であるこ

と。 

（２）この公告の日から契約日までの間に、「山梨県物品購入等契約に係る指名停止

措置要領」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申し

立ての手続を行っていない者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受

けた者を除く。）であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員でないこと、又は法人にあっては、その役員が暴

力団員でないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者であること。 

（６）法人に役員等（非常勤の役員を含む。）に次のいずれかに該当する者が含まれ

ていないこと。 

  ア）成年被後見人、被保佐人、契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補

助人又は営業を許可されていない未成年者 

  イ）破産者で復権を得ない者 

  ウ）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

 

６ 質問 

（１）質問方法及び送付先 

   質問票（別紙様式１）に記載し、電子メールにて送信すること。 

   送信先のメールアドレスは、後述の「１１ 問い合わせ・提出先」のとおり 

（２）受付期限 
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   令和２年１１月１８日（水）午前１０時まで 

（３）質問に対する回答 

   質問に対する回答は、参加申込者すべてに対し電子メールにて行う。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   ア）企画提案書及び添付書類 

①企画提案書 

②提案者の概要がわかる書類（定款、寄付行為、パンフレット等） 

③参加資格確認用書類 

     ・登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） 

     ・印鑑証明書 

     ・県税に未納がない旨の証明書（個人の県民税及び地方消費税を除く） 

      ・法人税と消費税及び地方消費税に関する納税証明書（その３の３） 

    ※ 上記③については、３ヶ月以内に取得した正本とする。 

    ※ 山梨県物品等競争入札参加資格通知書の写しにより、上記③に代える

ことができる。 

    ④受託実績整理票（別紙様式２） 

    ⑤業務工程表（様式任意） 

    ⑥業務の実施体制（様式任意） 

   イ）誓約書 

   ウ）見積書 

（２）提出部数 

上記（１）ア）①④⑤⑥は６部（正本１部、副本５部） 

それ以外の書類は各１部 

（３）提出先 

後述の「１１ 問い合わせ・提出先」のとおり 

（４）提出方法 

   持参又は郵便により、期限までに必着のこと。 

（５）提出期限 

   令和２年１１月３０日（月）午後３時まで 

   ※ 受付は平日の午前９時から正午、午後１時から午後５時（最終日のみ３時） 

（６）企画提案書類作成上の注意点 

   企画提案書は、１参加者につき１件のみとし、次により提出すること。 

ア）企画提案書 

     ・Ａ４判、縦型、横書き、左綴じ（Ａ３折込可） 
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     ・日本語表記で１１ポイント以上 

イ）見積書 

     ・様式は任意とし、税抜価格、消費税、積算内訳を記載すること。 

     ・見積額は予算上限額の範囲内とすること。 

 

８ 審査・結果通知等 

（１）プレゼンテーション審査 

   期 日：令和２年１２月４日（金） 

   場 所：別途連絡 

   時 間：別途連絡 

   その他：プレゼンテーション１０分、質疑応答１０分程度とする。 

       プロジェクター及びスクリーンは県で用意するが、自前のプロジェ

クターの持ち込み可。なお、プロジェクターの使用は任意とする。 

（２）審査・結果通知 

   ア）審査基準（別添「審査基準書」による）に基づき、選定委員会において審

査し、第１位の者を契約締結候補者とする。最高得点の者が同点の場合、経

費の見積等を総合的に判断し、契約候補者を選定する。 

   イ）審査結果は審査終了後、速やかに通知する。 

   ウ）審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

（３）企画提案の無効 

   次のいずれかに該当する場合、企画提案は無効とする。 

   ア）本募集要項に定める手続き等に合致しない場合 

   イ）提案に関する談合、提出書類の虚偽記載、その他不正行為があった場合 

 

９ 契約 

  ア）第１位の候補者と協議を行い、随意契約により契約を締結する。 

    ただし、第１位の候補者と協議が整わない場合は、次点の者と協議する。 

  イ）仕様書は、企画提案の内容を踏まえ、変更する場合がある。 

  ウ）契約保証金は免除する。 

 

１０ その他 

  ア）企画提案に要する費用は参加者の負担とする。 

  イ）提出された書類等は返却しない。 

  ウ）本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

  エ）企画提案に当たっては、次のホームページ等を参考とすること。 

  ・甲武信ユネスコエコパークホームページ（協議会ホームページ） 
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https://www.kobushi-br.org/ 

  ・甲武信ユネスコエコパークの登録推進について（県ホームページ） 

   https://www.pref.yamanashi.jp/midori/kobushi_biosphere_reserves.html 

 

１１ 問い合わせ・提出先 

   山梨県みどり自然課 自然公園担当 秋山・前島 

   〒400-8501 

   山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁本館８階 

   電 話 番 号 055-223-1522 

   ＦＡＸ番号 055-223-1507 

      メール：midori@pref.yamanashi.lg.jp 

 


